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令和 2年 5月 13日  

報道関係各位 

～新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者を支援～ 

「福生市事業者向けよろず支援相談専用ダイヤル」を設置します！ 

 
 

 

 
 
 
 
■福生市事業者向けよろず支援相談専用ダイヤルを市独自に設置 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、市内事業者の休業等による売上げ減少が深刻な問題となって

おり、資金繰りや業況悪化に伴う経営上の不安、国や東京都の支援策への手続き方法等の問合せが市

に多く寄せられています。しかし、国や東京都が設置するコールセンターでは、回線混雑により対応

が十分ではないことから、市内事業者への情報支援が急務となっていました。 

今回、市では、専門家（中小企業診断士）を市独自に設置し、市内事業者に対する「よろず支援」

を目的とした専用相談ダイヤルを設けることで、資金繰り、業況悪化に伴う経営上の不安、国や東京

都の支援策への手続き方法等の相談に応じ、事業者の心理的不安の解消を目指します。 

 

■専用相談ダイヤルについて 
【期間】5月14日(木)～7月31日(金)まで(土・日・祝日除く) 

【相談時間】午前 9時～午後 5時まで 

【相談受付内容】事業者の資金繰り、業況悪化に伴う経営上の不安、国や東京都の支援策への手続き方

法等 

 

■専用相談ダイヤル 
【電話番号】042-513-3222 

 

 

 

 
【問合せ】シティセールス推進課産業活性化グループ ℡042-551-1699  担当：白津・古谷 

 

福生市では、5月 14日(木)から新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている市内事業者に対し、

資金繰りや業況悪化に伴う経営上の不安、国や東京都の支援策への手続き方法等の各種相談に応じる専

用相談ダイヤルを開設(平日午前 9時～午後 5時まで)します。 

当事業は福生市商工会に委託し、相談は専門家である中小企業診断士が対応します。 


